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○
総
務
省
告
示
第
五
十
七
号

電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
七
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
が
別

に
告
示
し
て
指
定
す
る
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
八
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
に
実
施
さ
れ
た
電
気
通
信
主
任
技
術
者
試
験
に
お
い
て
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目
の
あ
る

者
の
う
ち
、
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
市

町
村
の
区
域
に
居
住
し
て
お
り
、
令
和
六
年
一
月
二
十
八
日
に
実
施
さ
れ
た
電
気
通
信
主
任
技
術
者
試
験
の
申
請
を
行

い
、
受
験
で
き
な
か
っ
た
者


